
消費税法改正にともなう法人インターネットバンキングサービス等 

ＥＢサービスに関する手数料について 

 

平成２６年４月１日の手数料改定にともない、手数料のお引落しおよびサービス画面等へは以下のと

おり表示します。 

 

■ 専用機サービス・パソコンサービス 

１．基本手数料 

  平成２６年５月１２日（月）引落し分（平成２６年４月のご利用分）の基本手数料から新税率（８％）

を適用いたします。 

 

２．振込手数料 

（１）振込・振替 

   平成２６年４月以降を振込指定日とする振込にかかる振込手数料は新税率（８％）を適用いた

します。 

   

（２）総合振込 

 平成２６年４月以降を振込指定日とする総合振込にかかる振込手数料より新税率（８％）を適

用いたします。 

【ご注意：振込手数料の先方（受取人）負担をご利用のお客様】 

       振込手数料の先方負担をご利用頂いているお客様は、振込データを作成されている 

ＦＢソフトまたは専用端末機に登録されている振込手数料金額の変更が必要です。 

       ※ 先方負担手数料金額の変更操作はこちら 

          OFFICEBANK21 をご利用のお客様 

          FB－WINをご利用のお客さま 

          スマートバンクをご利用のお客様 

          専用端末機をご利用のお客様 

（３）給与振込 

平成２６年４月以降を指定日とする給与振込にかかる振込手数料より新税率（８％）を適用い

たします。 

 

３．口座振替取扱手数料 

  平成２６年４月以降を振替日とする口座振替にかかる手数料より新税率（８％）を適用いたしま 

す。 

 

４．特別徴収地方税取扱手数料 

  平成２６年４月１０日（木）納入日のご依頼分手数料から新税率（８％）を適用いたします。 

 

 

■ 法人インターネットバンキング  

１．基本手数料 

  平成２６年５月１２日（月）引落し分（平成２６年４月のご利用分）の基本手数料から新税率（８％）

を適用いたします。 

 

２．振込手数料 

（１）振込・振替 

http://www.yamaguchibank.co.jp/other/pdf/20140326_2.pdf
http://www.yamaguchibank.co.jp/other/pdf/20140326_3.pdf
http://www.yamaguchibank.co.jp/other/pdf/20140326_4.pdf
http://www.yamaguchibank.co.jp/other/pdf/20140326_5.pdf


   平成２６年４月以降を振込指定日とする振込にかかる振込手数料は新税率（８％）を適用いた

します。 

   なお、平成２６年３月１５日（土）までに平成２６年４月以降を指定日とする振込・振替 
予約を依頼された場合、画面上は旧税率（５％）で計算した振込手数料が表示されますが、 
平成２６年３月１５日（土）夜間に弊行システムで移行作業を行い、３月１６日（日）か 
ら新税率の振込手数料により表示します。 
（既にご依頼頂いている振込・振替予約についても新税率で表示いたします。） 

 

（２）総合振込 

   平成２６年４月以降を振込指定日とする総合振込にかかる振込手数料より新税率（８％）を適

用いたします。 

   なお、平成２６年３月１５日（土）までに平成２６年４月以降を指定日とする総合振込を 
依頼された場合、画面上は旧税率（５％）で計算した当行規定の振込手数料が表示されます 
が、平成２６年３月３０日（日）夜間に弊行システムで移行作業を行い、平成２６年３月 
３１日（月）から新税率の振込手数料により表示します。 

  

【ご注意：振込手数料の先方（受取人）負担をご利用のお客様】 

  振込手数料の先方負担をご利用頂いているお客様は以下の点にご注意ください。 

  ● 当行規定の手数料を先方負担として使用している場合 

    平成２６年３月１５日（土）までに平成２６年４月以降を指定日とする総合振込を依頼され

た場合、旧税率で計算した振込手数料が先方負担手数料として使用されます。 

平成２６年３月１６日（日）以降にご依頼いただく場合は新税率で計算した振込手数料が先
方負担手数料となりますので、お受取人様とのご契約をお確かめの上、ご依頼頂きますようご
注意ください。 

なお、平成２６年３月１６日（日）以降も旧税率の振込手数料を先方負担手数料としてご利
用頂く場合は、手数料の先方負担登録で旧税率の手数料をご登録頂きますようお願いいたしま
す。 

 ● お客様で任意の手数料を先方負担として使用している場合 

   お客様ご自身で先方負担手数料をご登録頂いている場合、当行では置換えを実施いたしません。 

お受取人様とのご契約をお確かめの上、お客様ご自身で手数料の先方負担登録をお願いします。 

   ※ 先方負担手数料金額の変更操作はこちら 

 

（３）給与振込 

平成２６年４月以降を指定日とする給与振込にかかる振込手数料より新税率（８％）を適用い

たします。 

 

３．口座振替取扱手数料 

  平成２６年４月以降を振替日とする口座振替にかかる手数料より新税率（８％）を適用いたしま 

す。 

 

４．特別徴収地方税取扱手数料 

  平成２６年４月１０日（木）納入日のご依頼分手数料から新税率（８％）を適用いたします。 

 

http://www.yamaguchibank.co.jp/other/pdf/20140326_1.pdf



